
 

堺市監査委員公表第３２号 

 

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和２２年法 

律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 
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監査結果に基づく措置通知書  

 

監 査 の 種 類 
公の施設の指定管理者監査  

（堺市立健康福祉プラザ ) 

監 査 実 施 期 間 令和 6 年 11 月 1 日  ～  令和 7 年 3 月 26 日  

措置を講じた部局等 

健康福祉局  障害福祉部  障害施策推進課  

指定管理者：堺市社会福祉事業団・堺障害者団体連合

会・フィットネス 21 事業団共同事業体  

指  摘  事  項  等  措置内容  所管部課等  

３  事業報告書等について    

(1) 基本協定書において、指定管理

者は、事業報告書に施設の利用状

況、収支状況、指定管理者の目標

の達成状況を記載することとされ

ているが、以下の誤りがあった。  

  また、市はそれに対する指導を

行っていなかった。  

 

 ア  障害者スポーツ教室の月ごと

の開催回数及び延べ参加者数に

おいて、集計誤りにより、誤っ

た数値を記載しているものがあ

った。  

 

 イ  収支報告書では収支差額を▲

290,427 円と報告しているが、

自己評価並びに管理業務の総括

では、誤って「約 1,738 円のプ

ラス決算になった」と記載して

いた。  

 

 ウ  目標の達成状況において、各

センターの事業成果の目標値を

記載しているが、年度事業計画

書で設定した目標値と異なる数

値 を 記 載 し て い る も の が あ っ

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 アの事業報告書の集計につ

いては、全ての集計が正しく

行われ数値が正しいか確認し

た 上 で 市 に 提 出 す べ き と こ

ろ、障害者スポーツ教室の月

ごとの開催回数及び延べ参加

者数については、集計に用い

るエクセルの集計式の誤りに

気付かず、数値の確認が漏れ

たまま提出していました。  

 指摘を受け、該当部分につ

いての集計内容を確認し、再

集計を行い、正しい数値にな

っているか複数人で確認した

上で令和 7 年 2 月 4 日付けで

市へ再提出しました。  

 今後は、集計項目について

複数人での確認を行い、正し

く集計されているか確認した

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者  
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 上で市に提出します。  

イの事業報告書内「自己評

価並びに管理業務の総括」の

記載について、本来であれば、

収支決算額が確定した段階で

再度見直しをすべきところ、

当初に作成したものから見直

し及び修正を行わないままで

あったため、今回の指摘の状

況となりました。  

 指摘を受け、マイナス決算

となった要因等を盛り込んだ

内容に修正し、市へ令和 6 年

12 月 2 日付けで再提出しまし

た。  

 今後は、収支決算をはじめ

全ての数値及び内容が確定し

た段階で見直し確認をするよ

う徹底した上で、市へ提出し

ます。  

 ウの事業報告書の「目標の

達成状況」を作成する際は、

前年度の報告書書式等を基に

数値等の変更をしています。

今回、該当部分について、実

績値の変更はしましたが、目

標値は当該年度の年度事業計

画書の数値と照合・確認せず、

前年度の数値のまま市に提出

していました。  

 指摘を受け、目標値を令和

5 年度の年度事業計画書の数

値に修正し、市へ令和 6 年 12

月 2 日 付 けで 再 提 出 しま し

た。  

 今後は、当該年度の年度事

業計画書と必ず照合の上で、

市へ提出します。  
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指定管理者から提出された

令和 5 年度の事業報告書につ

いて、内容確認の際に記載誤

りに気付かず、指導及び報告

書の修正指示ができていませ

んでした。今回の指摘を受け、

該当箇所の修正及び再提出を

指示し、イ、ウについては令

和 6 年 12 月 2 日付け、アにつ

いては令和 7 年 2 月 4 日付け

で提出を受けました。  

今後は、適正な事業報告書

の受理に向け、年度事業計画

書の目標値と事業報告書に記

載の目標値を照合し、照合し

たエクセルのセルに色付けす

ることで確認漏れがないよう

にします。また、集計式が間

違っていることがあるという

前提で、特に目標値を設定し

ている実績値については集計

式に誤りがないか確認し、確

認したエクセルのセルを色付

けして漏れがないようにしま

す。あわせて、収支決算等の

差替が発生した際には、総括

部分及び影響の可能性がある

全ての項目について確認し、

適正な事業報告書の受理を徹

底します。  

 

 

障害施策推進課  

４  管理運営について    

(1) 基本協定書において、指定管理

者は、あらかじめ市に第三者への

一部業務委託承認申請書により申

請し、市の承認を得た場合に限り、

業務の一部を第三者に委任し、又
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は請け負わせることができるとさ

れている。  

また、業務の一部を第三者に委

託するときは、市が必要でないと

判断した場合を除き、暴力団員又

は暴力団密接関係者でない旨の誓

約書を徴収し、その写しを市に提

出しなければならないとされてい

る。  

しかし、業務の一部を第三者に

委託したものについて、以下のも

のがあった。  

 

 ア  字幕製作機器年間サポート業

務ほか 2 業務について、指定管

理者は、一部業務委託の承認申

請を行うことなく、第三者に委

託しており、委託先の事業者か

ら暴力団員等でない旨の誓約書

も徴収していなかった。  

 

 イ  夜間・休日における意思疎通

支援者派遣調整業務ほか 2 業務

について、市は必要でないと判

断していないものの、指定管理

者は、委託先の事業者から暴力

団員等でない旨の誓約書を徴収

していなかった。  

また、市は、これらの業務に

ついて一部業務委託の承認を行

っており、委託していることを

把握していたにもかかわらず、

当該誓約書の写しの提出がなか

ったことに対する指導を行って

いなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三者への一部業務委託の

際は、市へ承認申請書を提出

し、承認を得る必要があると

認識していますが、アの 3 業

務は、一部業務委託の承認申

請が必要な請負に当たらない

と認識しており、承認申請が

できていませんでした。  

 指摘を受け、令和 6 年度分

の同業務について、市へ令和

6 年 12 月 11 日付けで承認申

請書を提出し、同月 24 日付け

で承認を受けました。  

 一部業務委託の承認申請が

必要となる契約事務は、指定

管理者として運営する 4 セン

タ ー が そ れ ぞ れ 執 行 し て お

り、それらの案件を市民交流

センターがとりまとめ、共同

事業体として市に承認申請し

ています。このため、 4 セン

ターにおいて基本協定書の該

当条文を再度確認し、理解度

を深め、承認申請が必要であ

る契約の認識を高めました。  
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あわせて、これまで年度開

始前にのみ各センターにおけ

る契約案件を市民交流センタ

ーに報告するよう依頼してい

ましたが、今後はこれに加え、

毎月開催している共同事業体

センター長会議においても、

報告・確認事項として固定議

案とすることで、年間を通じ

て意識の向上を図り、年度途

中での契約であっても承認申

請漏れが生じないよう徹底し

ます。  

 つぎに、一部業務委託先か

らの暴力団員等でない旨の誓

約書は、契約締結時に徴収す

べきと認識していましたが、

指摘の 6 業務について、徹底

ができておらず、徴収漏れを

生じさせてしまいました。  

 今後は、契約締結の際、誓

約書を含め必要書類の徴収・

提出漏れがないか確認した上

で契約を締結するよう徹底し

ます。  

 

 一部業務委託の承認申請及

び本市の承認が必要であるア

に記載の 3 業務は、所管課と

して承認申請が必要な請負に

当たらないと認識しており、

令和 5 年度において承認申請

書を提出するよう指導できて

いませんでした。  

指摘を受け、再度基本協定

書の該当条文を確認し、一部

業務委託の承認申請が必要な

契約の認識を改めました。あ
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わせて、指定管理者が業務の

一部を第三者に委任し、又は

請け負わせる場合には承認申

請が必要となる旨指定管理者

に再認識するよう指導しまし

た。また、令和 6 年度のこれ

らの業務については承認申請

書を提出するよう指示し、令

和 6 年 12 月 11 日付けで提出

を受け、同月 24 日付けで承認

しました。  

今後は、指定管理者が業務

の一部を第三者に委任し、又

は請け負わせる場合には承認

申請が必要であることについ

ての周知を指定管理者及び課

内 に て 引 き 続 き 徹 底 し た 上

で、毎年度の承認申請時には

新年度に新たな第三者への一

部業務委託がないかを指定管

理者に必ず聞き取り、新年度

に向け提出される「第三者へ

の一部業務委託承認申請書」

と旧年度の承認書を見比べ、

確認を行います。また年度途

中 に 契 約 を 行 う も の に つ い

て、月に一度の指定管理者と

の定期会議にて確認を行うこ

とで、申請漏れ、承認漏れが

ないようにします。  

一部業務委託先からの暴力

団員等でない旨の誓約書につ

いては、指定管理者から提出

を受ける際、所管課として承

認した全ての業務について提

出がなされているか確認する

必要がありますが、実施でき

ていませんでした。  
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指摘を受け、誓約書が未提

出である令和 6 年度の業務に

ついて、誓約書の徴収及び写

しの提出を指示し、令和 6 年

12 月 4 日、令和 7 年 1 月 14

日及び令和 7 年 1 月 31 日に提

出を受けました。  

今後は、誓約書の徴収が漏

れることのないよう指定管理

者に指導を徹底し、あわせて

承認申請書と誓約書の写しの

照合・確認を 1 件ずつ行い、

徴収漏れ、提出漏れがないよ

うにします。  

 


